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第４回亀岡市いじめ防止対策推進委員会議事録 
 
日 時   平成３０年２月２１日午後１時３０分から２時４３分 
場 所   亀岡市役所 ６階 ６０２会議室 
 
委員出席者 
野澤 委員 
上原 委員 
塚本 委員 
川畑 委員 
前田 委員 
佐々木 委員 

 以上６名 
 
欠席委員 

  岡本 委員 
  以上１名 
 
事務局 
山本 教育部長 
和田 教育部次長兼総括指導主事 
土岐 学校教育課長 
藤田 指導主事 
須知 指導主事 
岩崎 指導係長 
子安 指導係主任 

 
傍聴者 

  なし 
 
１ 事務局紹介 

事務局から異動職員の紹介 
 
２ 開会あいさつ 
  塚本委員長 
 
３ 議 題 
  議事進行は、条例第７条に基づき委員長が行う。 
  委員長：傍聴許可申請について確認。 
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  事務局：傍聴申請者なしと報告。 
  委員長：（１）平成２９年度亀岡市のいじめ防止等の事業・施策について 

（２）亀岡市内の小・中・義務教育学校の状況について 
      一括して事務局から説明をお願いします。 
   
     事務局説明 
 
  委員長：ただ今の事務局からの説明について、御意見、御質問がありましたらお願

いします。 

  委 員：追跡調査の件、聞きもらしたかもしれませんが、３枚目の追跡調査という

紙は、１回目の調査時点が９８８件で、それを今回年度後半に分析された

という意味ですか。３枚目の追跡調査の紙は１回目の調査ということです

か。 
  事務局：３枚目の認知件数の９８８件とあげている数字が、１学期の１回目の調査

で認知したもので、認知したもの全てを２学期に追跡で改めて聞いている

ものです。 
委 員：追跡して聞いたのが３枚目の ２．未解消Ａ．１７人、Ｂ．２８人、Ｃ．

４３人、３．解消件数Ｄ．９００人という意味ですか。 
事務局：そうです。 
委 員：１回目の９８８件のＡ．Ｂ．Ｃ．Ｄがどれだったか比較をしていなかった

ら、わからないですよね。 
事務局：１回目につきましては、このスタイルで調査ができておりません。 
委 員：１回目ではこの様式で書けなかったが、追跡をしたときに初めてこの様式

になったということですね。 
では、来年度からは今年の２回目で調べた１枚目の紙にある８１３人がど

うなったかがわかるということですね。追跡の初回の数字がわからなけれ

ば、なかなか追跡ということは評価しにくいという考え方になりますね。 
事務局：この３学期、年度末におきまして、２回目の未解消についても全て追跡聞

き取りをして、新たに再びグループを分け、ＡＢＣＤをしていく。残った

ものについては、学年が変わったり校種が変わることもあると思いますが、

学校間で連携の中で見守り等それから継続してやっていきます。 
委 員：２回目の調査は何月時点の調査ですか。 
事務局：学校によって全部統一されておりませんが、２学期末になり、こちらの市

教委の方に集約で提出期限とさせていただいたのが１月１０日になって

おります。 
委 員：１２月時点では、この調査結果ということで、次の調査の３月時点でどう

かということが、この紙の続きでまた報告されるということですね。 
事務局：はい 
委員長：他にご意見はございませんか。 
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委 員：研修がございますが、全先生方の何割ぐらいになるのですか。１回２回と

続けて参加されていたり、１回だけの方もあるかもしれませんが、実人員

としては何割ぐらいになりますか。 
事務局：各研修につきましては、指名の方もありますし、各学校から１人という形

で出ていただくこともありますので、実人数は把握できておりませんが、

先程申し上げました研修の人数につきましては、その回の参加人数です。 
委 員：ダブって参加されている方もありますか。 
事務局：可能性はございます。 
委 員：目標は全員が１回は受けていただくような形を目標にしているのですか。 
事務局：こちらに報告しております研修は、教職員の研修の一部になりますので、

これ以外にも研修はございますので、その中で選んでいただいております。 
委 員：いじめ調査の件ですが、まだ未解決の部分といいますか、小学校６年生で

中学校にあがるという方は、その子どもについて中学校でもこういうケー

スがあったということを中学校に伝達等するのですか。 
事務局：小学校と中学校で連携して伝達します。 
委 員：中学校でも、小学校の時にこういうケースがあったということはわかって

いるのですか。 
事務局：はい 
委 員：集計のことについては、昨年までの集計の仕方、第１段階、第 2 段階、第

３段階と比べるとかなりわかりやすく、見て理解しやすくなったと思いま

す。ここのＡＢＣＤの分類の仕方で、分類の軸のひとつが声があるなしが

ひとつと、嫌な思いをしているのか、していないのかという２つの軸、そ

れに３カ月に達しているか、達していないかということの３つの軸がある

と思うのですが、もう少し正確に分類しようと思うと、ＡとかＢについて

の３カ月に達しているかいないかというもうひとつの軸の分類をした方

がより正確ではないかなと思われます。それと、行為の有無、嫌な思いの

有無のチェックでいうと、こういったことは無いかもしれませんが、行為

はあるが嫌な思いはしていないケースの分類がブランクになっていると

思います。そういった視点、嫌な思いはしていません、何かされているけ

れども嫌な思いはしていないという分類はうめておく必要があるのでは

ないでしょうか。あるいは、それをつくらないのであれば、要指導件数の

中には行為が止まずということだけでもいれられたらと思うのでが。行為

が止まず嫌な思いをしているということがＡということであれば、Ａ’とい

う形で行為は止まず嫌な思いはしていないという枠はつくらないと不完

全なように思います。 
事務局：いじめの定義というものにつきまして、いじめの基本方針で、国の方でも

いじめを認知していくというひとつの柱というか中心としては、いじめに

係る行為を受けた子どもが嫌な思いをするというところをいじめとして

あげていくという形になっていますので、嫌な思いをしているかどうかと
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いうことがひとつの判断材料になるということになるんですけれども、今

ご意見があったような本人がされているけど、この子自身が嫌な思いをし

ていないということについては、この子が訴えない中で大人がわかるとい

う形になるので、そこは周りの教師の方が見た中で指導していくという形

になってくるんではないかと思います。 
委 員：それを何とか拾うことはできないのですか。例えば金品をたかられている

のに、別に嫌な思いをしていないですよというように本人が言ったら、こ

こにあがってこないですよね。 
事務局：今のところは、この調査ではあがってこない状況です。 
委 員：そういう分析の方が大事な事例になるように思います。そういう分類もあ

りうるということを分析結果に踏まえとかないと、大事なことが拾えきれ

ないのではないかなと思います。それも検討していただければと思います。

それと、A とか B とかでいくと３カ月で行為が止まず、嫌な思いをしてい

る状態が３カ月未満なのか、６カ月ずっとなのかによって変わってくると

思うので、３カ月で切ってのもう１軸、分類としてあげていくと、見えて

きやすいように思います。 
事務局：３カ月というのは少なくともという形ですので、被害児童生徒に聞き取り

をする中で、もしくはその子が大丈夫だと言っていても、周りの教師方が

見ている中ではもう少し見ていかなければいけないという状況でしたら、

３カ月は経っていても見守りが必要だとか、支援が必要だとかになると、

再び３カ月が経っていても ABC の方に教師の方の判断であげていくとい

う形になりますので、そのように各学校には伝えていきたいと思います。 
委 員：今、おっしゃったのがすごくよくわかるといいますか、日々たかられてて

も、嫌な思いをしていないというタイプの子もいれば、例えば冷やかされ

たり、からかわれたりして、それが嫌な思いじゃなくて、それで嬉しいと

か、認められているとかいう類いの、冷やかし、からかいがいっぱいある

と思います。でも国から求められているのはいじめ調査なんで、いじめに

入らないという風に除外するのではなくて、国から言ってくるいじめ調査

を利用して、今申し上げたことも取り上げて、国からは冷やかしとか、か

らかいを一方的にいじめであるとしてきてるので、何か子どもの文化を壊

すようなところがある気がします。より適正ないじめ調査をつくるために

も、そのような行為が見受けられるが嫌な思いをしていない子ども達が実

際にどれだけいるんだ、どういう事例があるんだということも拾い上げて

いくという作業を亀岡市独自でやったんだけどということで、国に付加資

料として上げていくような取組も必要ではないかと思います。 
委 員：例えば金品をたかられてても、嫌な思いをしていない子がいるとしたら、

それはそれできちんと学級の中で、担任の指導が必要だと思います。僕は

何を言われても平気だと言うのであれば、学級の中で、こんな風に平気だ

という人がいるけど、こっちはつらい人がいるけど、みんなはどう思うん
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だみたいな、それをテーマにして子ども同士が考えあうということが必要

ではないかなと思います。このフォーラムの報告を聞きまして、子ども自

身がいじめをしないとか、させないとかいうスローガン的なことではなく

て、日常的に友達同士はどんな風に関われば、お互いに何とか気持ちよく

過ごせるのではないか、このくらいのことをいちいち言ってはいけない、

してはいけないみたいなものよりか、もっとフランクに付き合いたいなと

思っている子もいるだろうし、そんなことを子ども同士、先生も交えた中

で、あるいは親も交えた中で、考え合うということがとっても大事ではな

いかと思います。調査によるとどこかで線を引かないと集計ができないと

いうことから、いろんなことが起こると思いますが、これをひとつの軸に

しながらお取り組みいただくことが大事ではないかと思います。 
委 員：今の端から見て客観的に行為はあるんだけど、当事者がいじめられている

と思っていないという話と、少し関連する質問だと思っていただいたらい

いと思いますが、認知件数小学校・中学校と調査をやっていくと、学年が

あがる毎に、認知件数が減っております。顕著に。小学校１年生とかです

と、１５０とか２００件などが、中学校３年になると １０件という風に

減っている。ただ客観的に、学年があがるごとに、どんどん成長していっ

て、本当にいじめをするようなことが無くなっているのか、という思いが

あります。小学校だけでいうと認知件数の６人に１人が何かを書いている、

中学校でいうと４０人に１人しか書いていないと、しかも３年生になると

全体で１０件しかないと。それはどういう子ども達の心持ちによるものな

のか。それをいじめと感じていないのか。故意ではないのか。面倒くさい

のか。書いたことでいろいろ聞かれて、フォローもされるみたいなところ

があるのか、もしくは受験でそれどころじゃないのか。その辺りと学年毎

の数の極端な推移というものをどういう風にとらえているのかなと思っ

てます。そのことが、ひょっとしたら先程の話と繋がってくるのかなと思

ったのですが。 
事務局：今、委員がおっしゃったように、いろいろな要素があって、学年があがる

につれて減少していることが確かにあると思います。アンケート等に答え

ることによって、また聞き取りもされるし面倒くさいなということで減っ

ているというのも実態としてあるかもしれません。一方で、お互いの成長

していく中で、小さい頃は友達付き合いの中で、強く言われたことを嫌だ

と捉えて、すぐにいじめやと訴える、そういう状況が、だんだん学年があ

がると、それが遊びとして自分も捉えることができるようになる状況もあ

るかなと思います。実際にＡの要指導の具体的な中身を各学校に聞いてき

た時には、やっぱり低学年であればあるほど、Ａの要指導に残っている件

数も多いです。内容的にはフランクな感じで友達をつくろうとするんだけ

ど、片方はそれが嫌だと訴えているケースが下になればなるほど多いので、

ご意見のあったようなことも含めて、段々と数が減っていっている状況に
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あると思います。 
委 員：例年同じことをお聞きしている気もしますが、これは記名式のアンケート

ということでやっているということだと思いますので、要するにお子さん

自身が自分で名前を書いて声をあげる場合ということになるのではない

かと思います。当然のことながら、ここに書くといろいろ調査されるので、

自分で声をあげにくいお子さんも当然いらっしゃるんだろうなという風

に思います。このアンケート自体、当然これはこれで意味のある事だとこ

ちらも思うわけですが、これ以外に無記名式でアンケートをやっていると

か、あるいはご自身が嫌な思いをしたとか、そういう話だけでなくて、こ

ういうことを見たよとかいうことも含めて、声をあげられるようなアンケ

ートというものが、各学校どんな風に取組んでいるのかという実情がおわ

かりであれば、教えていただきたいと思います。 
事務局：例えば保護者や子どもから訴えがあったときには、各学校でいじめ対策の

委員会があり、そこで協議をしてこの定期的ないじめアンケートだけでは

なく、臨時的にアンケートをとります。その際には、やはり今ご意見のあ

ったように、名前を書かせると声をあげにくいという状況を配慮して、無

記名でアンケートをとったという報告を受けているケースも実際にあり

ます。その辺の無記名式のアンケートというのも、学校の実態、あるいは

その時の訴えがあったときのケースの中身によって、臨機応変に対応して

やっているといった実態があります。 
委 員：無記名式のアンケートについては、訴えなしに定例でやるとか、そういう

とこまでは特にしないということでしょうか。 
事務局：後々の指導とか聞き取りのことも考えた上で、定期的なアンケートについ

ては、現在記名式をとっている学校が多いのではないかと思います。 
委 員：無記名式のアンケートでやっても、担任の先生等が見たりすると意外とわ

かったりするものなのかなという風にも経験上思っていまして、そういっ

たこともひとつの方策なんではないかなという感想を持ちました。単純な

質問ですけど、学校独自の様式を使用しているという所が例年出てくる訳

ですが、これはどんな風になっているんでしょうか。統一の様式でない理

由と言ったらあれなんですけど、独自様式ってどんな風に変わってるのか、

もしご存知でしたら教えていただけますか。 
事務局：今、学校独自の様式をとっているのが小学校では５校、中学校では２校、

合計７校になりますが、７校全てが実際どうなっているのかということは、

申し訳ないですが私も確認の方を全てはできておりません。ただ少し伺っ

て聞いているのが、この府の様式に学校独自の質問項目を少し加えたり、

あとそれから、例えば誹謗中傷という言葉がどうしても小学生にはわかり

にくい、特に低学年の子にはわかりにくいということで、言葉をかみ砕い

て学齢期に応じた言葉に直してアンケートをとったりしているというこ

とを聞いております。ただ絶対にこの統計上押さえなければいけない、聞
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かなければいけない項目については、学校独自様式であってもそれを盛り

込んだ形でアンケートをとっていただいています。 
委 員：それでは、あまり学校独自かという受け方ではないのではないですか。 
事務局：どちらかというと、府の様式に学校独自のスパイスを入れているという様

な感覚だと思います。 
委 員：プラスアルファがあるかと、そういう風に集計していただく方がわかりや

すいですね。全然別のものを採用しているのかなっていう感じですね。深

刻な事件になってしまったというニュースなどを見てますと、被害児童が

被害にあって困っているというシグナルを送っていたが、誰もキャッチで

きなかったという場合と、加害の方が全然認識がないとか、本当に冗談で、

ちょっと冗談で返してくれてたからやっただけやと、そんなの言い訳には

なりませんが、いじめにはそんなことがあるんだということを前提にたっ

て、こういう調査をしないといけないと思います。だから、今回、嫌な思

いっていう、ここのところを基本にＡＢＣＤの項目がたっているのは、そ

ういう意味ではちょっと一歩進んでいるかなと思います。いくら冗談だっ

て、嫌な思いをしている子が実際いたら、それはいじめに該当するんだと

いうことを子ども達に教えてやらないと駄目だと思います。 
委 員：この集計を見てて、やはりどうしても気になってくるのは、未調査の児童

生徒、あるいは調査はしているが家庭訪問等で調査をしましたというよう

になっている部分です。つまり、この児童生徒というのは、学校に登校出

来ていないということなんだろうと思うんです。 
    例えば、この不登校の背景にいじめというものがあるとすれば、すなわち

それは重大事態に該当してくる可能性が高いということになってきます。

ただ本人が声をあげなければ、集計からはもれてしまいます。そもそも回

答しなければもれてしまうということなのかなと思うんです。当然いろん

な原因があると思いますので、一概、いじめが原因ですというお話でもな

いと思うんですが、不登校の児童生徒に対しての対応、あるいは原因調査

というと表現が適切ではないのかもしれませんが、このあたりはどのよう

に取り組みをしていらっしゃるのかということを教えていただけますか。 
事務局：不登校の子どもたちに対しての指導、それはすなわちゴール的には、学校

復帰や社会復帰という形になってくるかと思うんです。そのためには、な

ぜこの子が学校に来れなくなったのかという原因をしっかりと把握して

いく必要が必ずあるかと思います。そういう意味で、今回のこういう調査

だけでなく、不登校についても、何故その子が不登校になったのか、今不

登校の状態になるタイプですね、例えば非行による不登校になっているの

か、本人の怠け、いわゆる怠学による不登校になっているのか、そういう

風な不登校の状況につきましても各学校の方から、毎月報告を受けている

ような状況です。今のところ、亀岡市の小中学生において、学校に来れて

いない、いわゆる不登校の子たちの不登校に至ったきっかけとして、いじ
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めが不登校になっているという風なことについては、報告は受けていない

のですが、いじめではないけれども、友人関係のトラブル、あるいは友人

関係がしっくりいかなくなったとか、そのようなことがきっかけで不登校

になっていることは聞いていますので、そこの背景にいじめが隠れている

のではないかとか、ということについては、学校の方でも気をつけて見て

もらっています。定期的にかなり学校の方でも家庭訪問等繰り返して、保

護者と話を積み重ねておりますので、そこからまたいじめの話があれば対

応していきたいと考えております。 
委 員：弁護士がスクールカウンセラーというような形で、学校から相談をお聞き

するようなことをやっている自治体もありまして、そういったことをされ

ている弁護士から話を聞いたときに、こういった集計ではあがってこない

けれども、実際スクールカウンセラーが学校と関わるようになって、その

辺を見ていくと、どう見ても重大事態として考えていかないといけないよ

うなケースが相当数あるという話をお聞きしたことが先日ありました。自

治体にもよると思いますし、何とも言えない部分が結構ありますが、この

アンケートは本人が声をあげたケースとなってくるでしょうから、ここに

あがっていないものについても、やっぱりいじめというものが程度の問題

だという観点で、取り組んでいただくのが大事なのかなと思いましてお聞

きしました。 
委員長：他にご意見はありませんか。 
委 員：今回の調査で、京都府の全体の集計と亀岡市の集計とで、亀岡市の状況は

特徴的なものはありませんか。 
事務局：今回の調査の府全体の集計は今、集計中という段階でして、まだ報告を受

けていないんですが、近日中にはでるということは聞いております。 
委員長：先程、いろんな学校の状況とか、啓発事業も積極的に取り組んでおられる

というような報告を受けましたが、今後どのような取り組みといいますか、

啓発事業を含めて進めていけばいいのか、という点について委員のみなさ

んにご意見いただければと思います。 
委 員：啓発事業のことをいろいろ紹介していただいて、年度を通して取り組んで

おられることがよくわかりました。ひとつは、研修講座の保育園・保育所・

幼稚園は市立の幼稚園等が対象ですか。私立はどうですか。 
事務局：市立が対象となっております。 
委 員：私立も対象とすることは、なかなか難しい問題でしょうか。幼稚園なんか

は私立が多い、人数的にもかなり多いような気がするんですが。 
事務局：今の研修講座につきましては、基本的には市立だけが対象になっていると

いうことで、私立の方については範囲が違いますので、教育委員会として

は取り組むということには今のところなっていないという状況で、今後に

ついても検討が必要かなという風に思います。 
委 員：今後是非、垣根を取り払った形での対策が亀岡市としてとれれば、望まし
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いのではないかと思います。それから月一回掲示する横断幕、１カ月単位

で順に回しているということですが、予算の関係でしょうか。もっと数を

作って半年に１回にするとか。１ケ月だけでは何かもったいないなと思い

ますがどうでしょうか。 
事務局：今のところは２種類ございまして、２枚を順番に回している状態です。 
委 員：小学校は１８校、中学校は８校ですか。 
事務局：合計２５校です。 
委 員：予算の事もあるでしょうが、１３個作れば半年掲出できたりとか、学期毎

とかできたりすると思いますがいかがでしょうか。 
事務局：その提案は、また予算も含めて検討して参りたいと思っております。 
委 員：直接的な啓発の話ではないんですが、件数が減ってるし、改善したケース

もたくさんあるということで、調査の結果が実態を反映しているとすれば、

日々の先生方の学校におけるご努力の成果かなということで、敬意を表す

るところですが、私は昨年、この委員会をお休みしたのでその前の年に亀

岡市は他と比べて成績がいいと。いじめに関してね。ストレートにいじめ

が少ないということに関して、何故少ないのかについて、その要因を調査

したらどうですかという提案をさせていただいたんですけれども、それに

もちょっと関連するところですが、相手の子どもが嫌な思いをしたら、そ

れはいじめであるという定義は間違っていると思います。あるいは、間違

っているというよりも不十分だと思います。もちろん、本人はそういうつ

もりでなくても、相手が嫌な思いをしててということも当然あるわけです。

だけど、こんなことを言ったぐらいで、そんな風に思ってもらっては困る

なという程度の発言であったりとか。嫌な思いをいっぱい経験することを

含めて正常に発達していくので、嫌な思いをしたら、させるようなことを

したらあかんしとみんながそうなっていくと、子どもは健全な発達をしな

いという重大な問題を抱えているので、そこら辺は慎重に考えていかなけ

ればいけないという風に思います。そういう意味で、何らか対策を打つと

必ずその副作用がでます。今児童虐待でも副作用がいっぱいでていますか

らね。それと同じように、いじめがいけないということで、強い対策をす

ると必ず副作用がでてくる。ひとつに、言いたいことも言わない、もちろ

んいじめで言ったらいけないけど、言いたいことも言わないということで、

表現を抑制していくということを子ども達に強いていく。だから、気にな

るのは、子どもがいろんな事を自由に表現していくことも、いじめ防止対

策が抑制させていくという側面をきちんと調査していかないといけない

のではないかなと思います。何らか、いじめ対策をうっているけれども、

子どもの表現性はこんな風に維持されているとか、あがっているみたいな

ことがあれば少し安心する。バランス良く、いろんな施策が動いているん

だなと思えるんですが。だから、そこら辺のこともお考えいただいてたら

ありがたいなと。このいじめ調査に関しては、現場の先生方はいろんな事
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を思っていると思います。おそらく、言えないことを思っていると思いま

す。その思いも含めて、子どもがどう、いじめないこととあわせて、どう

バランスよく健全に育っていくのかという辺りをいつも思っているでし

ょうから、その辺に実質的に資するようなところも取り上げて、検討して

いただけたらありがたいなと思います。 
委 員：いじめという一つの単一の物差しを全国に、京都府も全て同じ尺度をはめ

て、そこにはまるかはまらないかでいじめかどうか決めるという、国のル

ールで現場の先生方は、非常に莫大なエネルギーとフォローのための努力

をされて、綿密にやればやるほど、いじめの件数がどんどん増えていくと

いう話を昨年、たぶんさせていただいたと思いますが、本質は何件増えた

減ったという目先のことではなく、子ども達がそういう形のなかで、人と

人との関係でもまれてどう成長していくか、先生方であったり親御さんで

あったりが、いかに子ども達の健全な、多少のずるさも含めていかに身に

付けていくか。コミュニケーションの力を付けていくかということが大切

だと思います。その中で、問題になってくることのひとつを先程提起して

いただいたと思います。 
    本当は子ども達が時間を使って、自分たちで話し合う体験が大切だと思い

ます。子ども同士があの時は冗談で言ったつもりだけれど、後で考えたら

すごく申し訳なかったと、ごめんねと素直に言えるかどうかとか、逆にあ

の時あんな風に言われてすごくムカッときて、「なんだこいつ」と思った

けど、後で考えたらそんな悪気はなかったんだなと思って、その時にあい

つ嫌いだと思った気持ち、自分がそういうことを思ってしまった気持ちが

後になったらちょっと恥ずかしかったなみたいな、そういう風な子ども同

士のやりとりの中で生じることについて、子ども自身がどう考えてどうい

う風に解決していくかということは、やっぱり子ども自身に取り組ませて

いただきたいなと思います。なかなか教科の中身が詰まっている中で、お

時間をとっていただきにくいとは思いますが、子ども自身がそのことにつ

いて、きちんと自分たちの言葉で考えて、自分たちで気づくという時間を

できるだけたくさんとっていただいたらありがたいなと、それに対して先

生が意見を言ったり、教科書的な事務的な「いけません」ということを情

報的に言うというだけでなくて、子ども達が自分で考えて自分で配慮して、

自分で反省するということができるような、そういう風な機会をできるだ

けたくさん学校の中で、すでにもうしているとは思いますけど、やはりそ

こが大事ではないかと思います。標語をたくさん作っていただいてそれを

考えさせる、そして表彰するというのはすごく大事ですが、本当に目先の

誰々くんと誰々くんとの関係みたいなものを、別に吊し上げではなくて、

みんなで自分のこととしてきちんと考える、その中で反省したり振り返っ

たりみたいなことが、やっぱりいるんではないかなという風に思っていて、

それが子どもの成長に一番プラスになるんではないかなという風に思っ
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ています。 
事務局：いじめは生徒指導での指導が中心になりがちなんですけれども、新しい学

習指導要領でも道徳教育の重要性もだいぶ強く出されておりますので、そ

の辺りと絡めながら、いじめについて子ども達自身に考える機会を仕掛け

ていくことができたらいいかなという風に思います。 
委 員：特に最近は、コミュニケーション能力が低下していると言われますから、

こういうようなことを機会にしながら、子ども達がどうやってコミュニケ

ーションをとって、力強く育つ、安心して育つ、教育の大事なところに到

達するかなと思います。 
委員長：他にご意見はありませんか。 
委 員：この調査の件について、今年から調査票が変わってきたということで、来

年度の報告については、又楽しみにしておきたいと思います。できれば、

この年度毎の横断的な数字ではなくて、縦断的な数字といいますか、この

数字であがっている例えば４年生のＣにいる、嫌な思いはないが、３カ月

まで達していない１４４人が、５年生の評価でどうなったかと、この人が

どうなったかと追跡をしていくといいますか、先程委員が発言された学年

があがるに従って減っていくという事例について、４年から５年で減り方

が一番大きいと思いますが、その辺りになると児童が賢くなって、お互い

に余計なことを言っても面倒くさいだけやと、そういう意識が働くんでは

ないかと思われるんですが、２９年度にこういう風にあがってきた数字の

中身が、その児童がどうなったかとういのを次の年度に生かして１４４人

がどう変わったかというようなことを追っていけるようなことを縦断的

な評価を続けていくと、年度を経る毎により調査の値打ちというか価値が

あがってくるんではないかと思います。それをできれば検討していただけ

ればと思います。それから昨年のこの場で発言をさせてもらったんですが、

言葉でやはり、先程も指摘がありましたけれども、言葉のまやかしといい

ますか、たかられるとか隠される、盗まれる万引きするというようなこと

が、刑事事件と言うんでしょうか、窃盗であったり、強要・恐喝というよ

うなことになるんか思うんですが、学校現場でいじめに関わらず、警察が

介入するというような事例というのはこのところありますか。ありました

か。例えばこういう盗難であるとか、窃盗事件・強要恐喝事件というよう

な形であれば警察の介入というのは、私個人的にはどんどんするべきだと

思うのですが、学校現場ではどうですか。 
事務局：今年度につきましては、そういう案件で警察の方でお世話になった、介入

していただいたということはありません。 
委 員：現場の空気感はよくわかりませんが、言葉のまやかしになってしまわない

ように、むしろ厳しく対応すべきではないかと思います。 
事務局：資料の方の中身につきましては、また検討させていただいて、また次回の

時に考えさせてもらいたいと思います。 
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   委員長：他にご意見はありませんでしょうか。 
   委員長：意見もないようですので、本日の会議はこれで閉じたいと思います。本当

に熱心に積極的に、ご意見をいただきましてありがとうございます。この

委員会はまだまだ継続していきますので、この新しい集計方法を次の分析

というものにさらに期待をしたいという風に思っております。委員の皆様

にご協力いただきまして、ありがとうございます。それでは事務局の方に

返したいと思います。 

 
６ 閉  会 

事務局からその他意見等の有無の確認の後、会議の終了を伝え閉会とする。 
 


